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社会福祉施設等における吹付けアスベスト（石綿）等及びアスベスト（石綿） 

含有保温材等使用実態調査のフォローアップ調査結果の公表について 

 

 

社会福祉施設等におけるアスベストの取扱いについては、従来より適切な対応をお

願いしているところです。 

今般、平成３０年１１月９日付け「社会福祉施設等における吹付けアスベスト（石綿）

等及びアスベスト（石綿）含有保温材等使用実態調査の実施について（依頼）」に基づ

き、調査を行い、別添のとおり調査結果（平成３０年１２月１日時点）を取りまとめ、

公表しましたのでお知らせします。 

今般の調査の結果、アスベスト又はアスベストを含有する建材の使用が明らかとな

った施設等については、その状況によっては、今後、当該施設等で働く従業者及び利用

者の双方に健康上の甚大な被害が生じるおそれがあります。 

このため、各都道府県、指定都市、中核市におかれては、これらの施設等のうち、ア

スベストの除去等の措置予定があるものに対しては、その進捗状況を適切に把握・管理

しておくとともに、措置未定のものに対しては、関係法令に基づき、速やかに適切な措

置が講じられるべく、法人監査や施設監査等の際に、当該施設等から改善計画の提出を

求めるなど、個別的な指導を徹底していただくよう、お願いいたします。 

また、今回調査において、未回答であった施設等に対しても、来年度に実施する予定

のフォローアップ調査で適切に回答が得られるよう、併せてご指導をお願いいたしま

す。 

なお、アスベストの除去、封じ込め又は囲い込み等に当たっては、一部の社会福祉施

設等において、補助制度等の活用が可能ですので、該当する施設等に対し、これらの活

用も併せて助言していただくよう、お願いいたします。 
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社会福祉施設等における吹付けアスベスト（石綿）等及び 

アスベスト（石綿）含有保温材等使用実態調査について 

 

 

Ⅰ．趣 旨 

 

社会福祉施設等におけるアスベストの使用実態については、これまで、

吹き付けアスベスト等に係る実態を調査し、その結果を公表するととも

に、自治体等に対し、ばく露のおそれのある施設等への指導の徹底を要

請してきたところです。 

平成 28 年に、平成 26 年の「石綿障害予防規則」の改正を踏まえ、ア

スベスト（石綿）含有保温材等の使用実態を含む「社会福祉施設等にお

ける吹付けアスベスト（石綿）等及びアスベスト（石綿）含有保温材等

使用実態調査」を実施し、その結果について、平成 30 年に公表いたしま

した。 

当該調査結果においては、一部の施設でアスベストの使用がなされて

いたにも関わらず、「未措置状態の施設」が見受けられました。 

また、「未回答の施設」及び「分析予定の施設」についても相当数に上

ることから、フォローアップ調査を実施し、その結果を公表することと

しました。 

 

Ⅱ．調査結果 

 

 １．調査時点 

平成 30 年 12 月 1 日時点 

２．調査回答社会福祉施設等数  

250,384 施設 



 

 

３．アスベスト使用の有無が判明した施設等数  

     231,216施設 
 

アスベスト使用の有無が判明した施設等数のうち、  

①   アスベストが使用されていない社会福祉施設等 223,589施設（96.7％） 

②   アスベストが使用されている社会福祉施設等 7,627施設（3.3％） 

②－1 ②のうち、除去等の措置済み状態にある社会福

祉施設等 
1,663施設（0.7％） 

②－2 ②のうち、石綿等の粉じんの飛散による、ばく

露のおそれがない社会福祉施設等 
5,214施設（2.3％） 

②－3 ②のうち、未措置状態にある社会福祉施設等 750施設（0.3％） 

 

  （注）なお、未措置状態にある社会福祉施設等 750 施設について、改めて令

和２年 10 月 1 日現在の状況を確認したところ、637 施設（84.9％）が一

定の措置講じている又は措置を講じる予定となっている。 

 

４．分析予定の施設等数 

19,168 施設 

 

 

※ 厚生労働省では、今回の調査結果を踏まえ、都道府県等に対し、分析予定

の施設等に対する指導の徹底とアスベスト対策に万全を期すよう改めて要請

するとともに、改善状況についてフォローアップを継続。 

 

 

 

Ⅲ．アスベストへの対応に関する補助制度等について  

 

 アスベストの除去、封じ込め又は囲い込み等に当たっては、一部の社会

福祉施設等において、別添の補助制度等の活用が可能。 

 



（別添） 

 

○次世代育成支援対策施設整備交付金・保育所等整備交付金 

（所管：子ども家庭局子育て支援課・保育課） 

対象施設 

児童福祉施設（助産施設・乳児院・母子生活支援施設・児童厚生施設

・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支

援センター）、児童相談所一時保護施設、職員養成施設、児童自立生

活援助事業所、地域子育て支援拠点事業所、一時預かり事務所、小規

模住居型児童養育事業所、利用者支援事業所、産後ケア事業を行う 

施設、子育て支援のための拠点施設、市区町村子ども家庭総合支援拠

点、婦人相談所一時保護施設、婦人保護施設、その他施設、保育所等

（保育所・幼保連携型認定こども園・保育所型認定こども園）保育所

機能部分（幼稚園型認定こども園）、小規模保育事業所 

事業内容 
大規模修繕等（アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改

修工事） 

 

 

○社会福祉施設等施設整備費補助金 

（所管：障害保健福祉部障害福祉課） 

対象施設 

保護施設（救護施設・更生施設・授産施設・宿所提供施設）、社会事

業授産施設、障害福祉サービス事業所（療養介護、生活介護、自立訓

練、就労移行支援又は就労継続支援に限る。）、障害者支援施設、居

宅介護事業所（重度訪問介護、同行援護、行動援護を含む。）、短期

入所事業所、共同生活援助事業所、相談支援事業所、補装具製作施設、

盲導犬訓練施設、点字図書館、聴覚障害者情報提供施設、障害児入所

施設、児童発達支援センター、保育所等訪問支援事業所、障害児相談

支援事業所等 

事業内容 
大規模修繕等（アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改

修工事） 

 

 

○地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 

（所管：老健局高齢者支援課） 

対象施設 

地域密着型特別養護老人ホーム、小規模ケアハウス、小規模介護老人

保健施設、小規模介護医療院、小規模養護老人ホーム、認知症高齢者

グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、その他地域医療介

護総合確保基金管理運営要領の別記１－１介護施設等の整備に関す

る事業の２対象事業（１）地域密着型サービス等整備助成事業の対象

施設であって、市町村長が必要と認めた施設 

事業内容 アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修事業 

 

 



 

 

 

○地方改善施設整備費補助金 

（所管：社会・援護局地域福祉課） 

対象施設 隣保館、生活館等 

事業内容 
大規模修繕等（アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改

修工事） 

 

 

○独立行政法人福祉医療機構によるアスベスト対策に係る優遇融資 

対象施設 社会福祉施設 

融資率 ７０～７５％ → ７５～８０％ 

利率優遇 通常利率から△０．０５～△０．４％ 

 

 

 

 

 

 

 

 











１．アスベストの使用状況

除去等の措置済
アスベストの飛散が

ない状態
ばく露のおそれのあ

る施設

1,663 5,214 750 19,168 250,384

２．ばく露のおそれがある施設の状況

未定 合計

535 750

２．今年度（令和２年度）又は来年度（令和３年度）中に措置予定 58施設（7.7％）

社会福祉施設等における吹付けアスベスト等及び
アスベスト含有保温材等使用実態調査

【総括表】

使用されていない

使用されている

調査未実施 合計

223,589

措置予定

215

（注）なお、平成３０年１２月１日時点の未措置状態にある社会福祉施設等750施設については上記のとおりであるが、改めて
　　　令和２年１０月１日現在の状況を確認したところ、次表のとおり、637施設（84.9％）が一定の措置講じている又は措置を
　　　講じる予定となっている。

１．現時点（令和２年１０月１日時点）では措置済み 151施設（20.1％）

３．再来年度以降に措置予定 131施設（17.5％）

４．措置予定はないが、アスベストを使用している場所は使用しない
    などの暫定的な措置を講じている

297施設（39.6％）

合　　　計 637施設（84.9％）


























